
第 ９  屋 外 消 火 栓 設 備 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準  

 

１  趣 旨  

こ の 基 準 は 、屋 外 消 火 栓 設 備 の 設 置 及 び 維 持 に 関 し 、令 及 び 規 則

に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  水 源  

「 第 ２  屋 内 消 火 栓 設 備 の 設 置 等 に 関 す る 指 導 基 準（ 以 下「 屋 内

消 火 栓 」 と い う 。 ） 」 ２ に 準 ず る こ と 。  

３  加 圧 送 水 装 置  

「 屋 内 消 火 栓 」 ３ に 準 ず る こ と 。  

４  配 管  

「 屋 内 消 火 栓 」４（（ 1 2）を 除 く 。）に 準 ず る ほ か 、配 管 の 口 径

は 、 ６ ５ Ａ 以 上 と す る こ と 。  

５  放 水 圧 力  

ノ ズ ル の 先 端 で 放 水 圧 力 が ０ .６ Ｍ Ｐ ａ を 超 え な い た め の 措 置 は 、

「 屋 内 消 火 栓 」 ５ （ １ ） エ に 準 じ て 減 圧 弁 を 設 け る こ と 。  

６  起 動 装 置  

「 屋 内 消 火 栓 」 ６ （ （ １ ） ウ (イ )の 最 低 起 動 圧 力 値 は 、 ０ .２ ５  

Ｍ ｐ ａ と 読 み 替 え る 。 ） に 準 ず る こ と 。  

７  屋 外 消 火 栓 箱 等  

（ １ ）  設 置 場 所  

ア  原 則 と し て 庇 等 が あ る 場 合 は 、庇 等 下 に 屋 外 消 火 栓 箱 を 設 置

し な い こ と 。な お 、庇 等 下 を 避 け て 屋 外 消 火 栓 を 設 置 し た 結 果 、

外 壁 面 に 未 警 戒 と な る 部 分 が 発 生 し た 場 合 は 、当 該 部 分 に 屋 内

消 火 栓 設 備 の 設 置 が 必 要 で あ る こ と 。た だ し 、庇 等 の ２ 面 以 上

が 全 開 放（ 開 口 全 面 は １ ｍ 以 上 の 空 地 を 確 保 し た 部 分 を い う 。）

し て い る 場 合 は 、庇 等 下 に 屋 外 消 火 栓 箱 を 設 置 す る こ と が で き

る 。  

イ  原 則 と し て 、建 築 物 の 出 入 口 付 近 に 設 け る こ と 。た だ し 、政

令 第 1 1 条 第 ４ 項 を 適 用 し な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 【 図

１ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  同 一 敷 地 内 に 複 数 棟 が あ る 場 合 又 は 政 令 第 19 条 第 ２ 項 の 規

定 に よ り 一 の 建 築 物 と み な さ れ た 場 合 に は 、棟 ご と に 屋 外 消 火

栓 を 設 け る こ と 。 た だ し 、 政 令 第 19 条 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ２

号 の 規 定 に よ る 有 効 範 囲 内 に あ る 場 合 に は 、 こ の 限 り で な い 。 

 【 図 ２ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図 ２ 】  

【 図 １ 】  



 

エ  政 令 第 1 9 条 第 ３ 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 規 定 に よ り 設 置 し た  

場 合 に お い て 、 当 該 建 築 物 （ 政 令 第 1 9 条 第 ４ 項 の 規 定 に 該 当

す る 部 分 を 除 く 。）の 中 央 部 等 に 未 警 戒 と な る 部 分（ 防 護 漏 れ

と な る 部 分 ）が 生 じ る 場 合 は 、当 該 部 分 に 屋 内 消 火 栓 設 備 の 設

置 が 必 要 で あ る こ と 。 【 図 ３ 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 筒 先  

ア  筒 先 は 、 原 則 と し て 噴 霧 切 替 式 の も の と す る こ と 。  

イ  筒 先 は 、 認 定 品 と し 、 口 径 は 呼 称 １ ９ ｍ ｍ 以 上 で あ る こ と 。 

（ ３ ） ホ ー ス  

ア  ホ ー ス の 長 さ は 、ホ ー ス 接 続 口 か ら の 水 平 距 離 が ４ ０ ｍ の 範

囲 内 の 当 該 建 築 物 の 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る 長

さ と す る こ と 。な お 、「 各 部 分 に 有 効 に 放 水 す る こ と が で き る 」

と は 、 間 仕 切 壁 等 （ く ぐ り 戸 の な い 防 火 シ ャ ッ タ ー を 含 む 。 ）

に よ り 放 水 で き な い 部 分 が 生 じ な い よ う 、消 防 用 ホ ー ス を 延 長

す る 経 路 、消 防 用 ホ ー ス の 長 さ 及 び 放 水 距 離 を 考 慮 し 、有 効 に

消 火 で き る よ う 設 け る こ と を い う も の で あ る こ と【 図 ４ ～ ６ 】。

こ の 場 合 の 放 水 距 離 は 、１ ０ ｍ と す る こ と 。し た が っ て 、「 有

効 範 囲 内 の 部 分 」以 外 の 部 分 に つ い て は 、当 該 部 分 に 屋 内 消 火

栓 設 備 の 設 置 が 必 要 で あ る こ と 。  

 

【 図 ３ 】  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 図 ４ 】  

【 図 ５ 】  

屋 内 消 火 栓 で 包 含  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  ホ ー ス は 、「 消 防 用 ホ ー ス の 技 術 上 の 規 格 を 定 め る 省 令 」（ 平  

成 ２ ５ 年 総 務 省 令 第 ２ ２ 号 ）の 呼 称 ５ ０ 又 は ６ ５ に 係 る 規 定 に

適 合 し た も の で あ る こ と 。  

ウ  ホ ー ス の 両 端 に は 、「 消 防 用 ホ ー ス に 使 用 す る 差 込 式 又 は ね  

じ 式 の 結 合 金 具 及 び 消 防 用 吸 管 に 使 用 す る ね じ 式 の 結 合 金 具  

の 技 術 上 の 規 格 を 定 め る 省 令 」（ 平 成 ２ ５ 年 総 務 省 令 第 ２ ３ 号 ） 

の 規 定 に 適 合 し た 呼 称 ５ ０ 又 は ６ ５ の 差 込 式 結 合 金 具 を 取 り  

付 け た も の で あ る こ と 。  

エ  ホ ー ス は 、二 重 巻 又 は ハ ン ガ ー 掛 等 の 状 態 で 消 火 栓 箱 に 収 納

す る こ と 。  

（ ４ ） 消 火 栓 開 閉 弁  

「 屋 内 消 火 栓 」 ７ （ ３ ） に 準 ず る ほ か 、 原 則 と し て 屋 外 消 火 栓

箱 内 と す る こ と 。（ 開 閉 弁 の 操 作 が 容 易 に で き 、か つ 、屋 外 消 火

栓 箱 か ら ５ ｍ 以 内 に 設 け た も の を 除 く 。 ）  

（ ５ ） 屋 外 消 火 栓 箱  

「 屋 内 消 火 栓 」 ７ （ ４ ） イ か ら オ ま で に 準 ず る ほ か 、 雨 水 等 が

か か る お そ れ の あ る 場 所 に 設 け る も の は 、箱 内 へ 雨 水 等 が 侵 入 し

な い 措 置 を 講 ず る こ と 。  

（ ６ ） 表 示  

ア  屋 外 消 火 栓 箱 内 に 消 火 栓 開 閉 弁 を 設 け た 場 合 は 、当 該 消 火 栓  

箱 の 扉 表 面 に 赤 地 に 白 文 字 又 は 、白 地 に 赤 文 字 で「 屋 外 消 火 栓 」 

と 表 示 す る こ と 。  

【 図 ６ 】  



イ  屋 外 消 火 栓 箱 内 に 消 火 栓 開 閉 弁 を 設 け な い 場 合 は 、当 該 消 火  

栓 箱 の 扉 表 面 に 赤 地 に 白 文 字 又 は 、白 地 に 赤 文 字 で「 ホ ー ス 格  

納 箱 」 と 表 示 す る こ と 。  

ウ  イ の 場 合 、 消 火 栓 開 閉 弁 設 置 位 置 に は 、 赤 地 に 白 文 字 又 は 、 

白 地 に 赤 文 字 で 「 消 火 栓 」 と 表 示 し た 標 識 板 等 を 設 け る こ と 。 

エ  ア か ら ウ ま で の 文 字 の 大 き さ は 、５ ｃ ｍ 平 方 以 上 と す る こ と 。 

オ  屋 外 消 火 栓 箱 又 は 、ホ ー ス の 格 納 箱 に は 、使 用 方 法 を 表 示 す  

る こ と 。  

カ  赤 色 の 灯 火 を 「 屋 内 消 火 栓 」 ７ （ ５ ） イ に 準 じ て 設 け  

る こ と 。  

キ  位 置 表 示 灯 が 加 圧 送 水 装 置 の 始 動 を 点 滅 に よ り 表 示 で き る  

 も の は 、 規 則 第 2 2 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 加 圧 送 水 装 置 の 始 動 を

明 示 す る 表 示 灯（ 以 下 こ の 項 に お い て「 始 動 表 示 灯 」と い う 。）

と 兼 ね る こ と が で き る 。  

 

附   則  

  こ の 基 準 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


